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緊急経済対策（令和２年４月７日閣議決定）について（周知依頼）

平素より、当協会の業務運営に関し、ご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、今般、国土交通省自動車局貨物課から別紙のとおり、令和２年４月７日に閣

議決定された緊急経済対策についての周知依頼がありました。

つきましては、緊急経済対策におけるトラック関係の主な施策を整理した資料等を

あわせて送付申し上げますので、貴協会におかれましても、傘下会員事業者に対する

緊急経済対策についての確実な周知にご協力下さいますよう、よろしくお願い申し上

げます。

＜参考添付＞

令和２年度国土交通省関係補正予算の概要

http://www.mlit.go.jp/report/press/kanbo05_hh_000187.html

【 本件に関する問い合わせ先 】

公益社団法人全日本トラック協会 交通・環境部

電話：03-3354-1045
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 緊急経済対策（令和２年４月７日閣議決定）について（周知依頼） 

 

本日、閣議決定されました「緊急経済対策（令和２年４月７日閣議決定）」を送付

します。 

また、緊急経済対策におけるトラック関係の主な施策を整理した資料を作成しま

したので、併せて送付します。 

つきましては、緊急経済対策について、各都道府県トラック協会等を通じて傘下

会員へ確実に周知いただきますようお願い申し上げます。 

なお、今後、各施策のパンフレット等が公表された際には、適宜お知らせさせて

いただきますので、よろしくお願いいたします。 

 

（送付資料） 

・緊急経済対策におけるトラック関係の主な施策 

・緊急経済対策（令和２年４月７日閣議決定） 



「緊急経済対策」におけるトラック関係の主な施策（非予算施策を含む）

Ⅰ．感染拡大防止策と医療提供体制の整備及び治療薬の開発

Ⅱ．雇用の維持と事業の継続

Ⅲ．次の段階としての官民を挙げた経済活動の回復 Ⅳ．強靭な経済構造の構築

Ⅴ．今後の備え

「いわゆる『３つの密』を避ける行動の徹底等の感染拡大防止に向けた協力をお願い」

・マスク等の感染防止に係る備品の確保について、関係省庁・業界団体と調整し、ニーズに応じて引き続き対応（非予算）

雇用調整助成金の特例措置の更なる拡大

・緊急対応期間（令和２年４月１日～６月３０日）において、助成率を
中小企業４／５、大企業２／３（解雇等を行わない場合、中小企業
９／１０、大企業３／４）に引き上げ
・残業相殺の停止、支給迅速化のための事務処理体制の強化、手
続きの簡素化を実施

資金繰り対策

地域経済の活性化

・新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の創設

リモート化等によるデジタル・トランスフォーメーションの加速

・インフラ・物流分野等におけるデジタルトランスフォーメーションを通
じた抜本的な生産性の向上
- ＩＴ点呼等を活用した非接触型事業運用支援

税制措置等

・収入に相当の減少があった事業者の国税・地方税・社会保険料
について、無担保かつ延滞税なしで１年間、納付を猶予
・中小事業者等が所有する償却資産及び事業用家屋に係る固定
資産税及び都市計画税の軽減（１／２又は０）※令和３年度課税分 等

・日本政策金融公庫等や保証付き民間融資の既往債務の実質無利
子・無担保融資への借換
・民間金融機関への要請（返済猶予含む）に際し、事業者の貸出し
後の返済能力を適時適切に捉えた対応の徹底 等

事業継続に困っている中小小規模事業者等への支援

・中小・小規模事業者等に対する新たな給付金

・収入が減少した事業者の社会保険料の納付猶予

・新型コロナウイルス感染症対策予備費を創設

〇 以下の５つを柱として、国民の命と健康と生活を守り抜くとの重大な決意をもって、強大かつ効果の大きい施策を展開
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